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平成 22 年５月 20 日  

各 位  

株式会社ファンケル 

代表取締役 社長執行役員 成松 義文 

（コード番号：4921 東証第一部）  

問合せ先 取締役 管理本部長 島田和幸 

 （TEL．045－226－1200） 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、平成 22 年５月 20 日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定

を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号に規定されるものをいい、

以下「基本方針」といいます。）を決定するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保

し、向上させることを目的として、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第３号ロ(2)）として、

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入するこ

とにいたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。なお、上記取締役会においては、本プラン

の導入につき取締役の全員一致で承認可決がなされるとともに、当社社外監査役３名を含む当社監

査役全員が出席し、本プランが適正に運用されることを条件に異議がない旨の意見が表明されてい

ます。  

 

1．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、

当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能とす

る者である必要があると考えております。 

当社は、株式の大量の買付であっても、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資する

ものであれば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の

株式の買付提案に応じるか否かの判断は最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきもの

と考えております。  

しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれ

のあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象

会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の

企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。  



 2

当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また今後の成長を支え続

けるものであります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。こうした

お客様との強い絆が当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるもので

なければ、当社の企業価値および株主共同の利益は毀損されることになります。 

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者に

よる当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保・向上する必要があると考えております。 

 

２．基本方針の実現に資する特別な取組みについて  

(1) 経営理念及び経営の基本方針について  

当社は、無添加化粧品をスタートに、その後栄養補助食品、発芽玄米、青汁など業界の常識に挑

戦してまいりましたが、以下の理念を経営の根幹とし、これを判断の拠り所としております。 

・「もっと何かできるはず」 

・世の中の「不」の解消を目指し、安心、安全、やさしさを追求します。 

・常にお客様の視点に立ち、「お客様に喜んでいただくこと」をすべての基準とします。 

 

こうした理念の下、常識にとらわれない感性と独創性をもって「不」の解消に挑戦し、無添加化粧品

をはじめとして、新しい市場と価値を創造してまいりました。社会には様々な不安や不満など「不」の

つく事柄が存在しており、当社は「＜美＞と＜健康＞をテーマに不のつく事柄を解消する仕組みづく

り」を経営の基本方針としております。これからも新しい｢不｣の解消ビジネスに積極的に取り組む方針

であり、そのことが企業価値を高め、ひいては株主の皆様の長期的な利益に繋がるものと考えており

ます。 

 

(2) 企業価値の源泉について 

当社は創業以来、お客様との強い絆の形成をこころがけてまいりました。長期的・持続的な利益成

長を図っていくためには、お客様基盤の強化が最重要課題であると認識しております。基盤の拡大を

図るために、創業時は通信販売からのスタートでしたが、その後、店舗販売さらに卸販売へと販売チ

ャネルを広げ、扱う商品も化粧品から、栄養補助食品さらに発芽玄米・青汁へと対象を広げてまいり

ました。サービス面においてもお客様に商品の新鮮さを訴えるための製造年月日表示を実施し、

さらに留守でも商品を受け取れる「置き場所指定サービス」や返品・交換の無期限保証制度を

導入するなど、お客様の目線に立って業務を推進してきております。 

お客様視点に立ち、製品・サービスなど全ての面でお客様が期待している以上の「新しい価値＝感

動品質」を創造して提供し続けることにより、お客様との長期的な信頼関係が構築され、こうしたロイ

ヤリティの高いお客様の創造と維持が企業価値の向上につながるものと考えております。 
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(3) 中期経営計画に基づく取り組み 

当社では、平成21年３月期を初年度とする中期３ヵ年経営計画「新しい価値＝感動品質2010」をス

タートさせました（現在、数値目標も含め見直し作業中ですが、基本戦略は不変です）。計画の推進を

通じて、お客様視点の徹底と高収益体質への転換を図るとともに、新しい事業・価値創造を具現化さ

せてまいります。「新しい価値＝感動品質 2010」の基本戦略および個別戦略は以下のとおりです。 

 

［基本戦略］ 

・ブランド価値の向上を図り、お客様との強い絆を形成する。 

・ファンケルならではの画期的なお客様サービスの実現 

・収益性向上に向けた構造改革を実施 

 

［事業戦略］ 

・化粧品関連事業は、機能性を重視した市場競争力のある製品開発を進めてまいります。主力製

品のリニューアルを行い、無添加市場でナンバーワン、安心市場でオンリーワンを目指します。 

・栄養補助食品関連事業は、選択と集中を行います。製品ラインナップの整理、集約を行うとともに、

女性向けの美容補助食品と中高年を対象とした製品を強化してまいります。 

・その他事業は、収益事業への転換を目指します。発芽米事業は、製品原価の低減を柱とした構

造転換により黒字化を目指します。青汁事業は、工場の集約及び利益率の高い製品群へシフト

することにより収益性の更なる改善を図ります。いいもの王国通販事業は、リピート商材へのシフ

トなど事業構造の転換を図るとともに、徹底した経費圧縮を強化することで、収益性の改善を図り

ます。 

 

［チャネル戦略］ 

・通信販売は、お客様サービスを強化し、お客様のロイヤリティを高めるとともに、収益性の高いイ

ンターネット販売のより一層の強化を図ります。 

・店舗販売は、新業態開発とスクラップ＆ビルドを進めてまいります。 

・海外展開は、引き続き中国市場の開拓に注力し、不採算エリアについては見直しを図ります。 

 

なお、株主の皆様に対する利益還元につきましては、経営の重要課題と認識しております。配当に

つきましては、連結純利益の 40%以上を実施し、自己株式の取得につきましても、設備投資などの資

金需要や株価の推移などを勘案し、機動的に実施していく方針であります。 

 

(4) コーポレート・ガバナンスの強化について 

当社は、株主の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼される企業となるため、コ

ーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけ、企業倫理と遵法を徹底すると

ともに、リスク管理を含めた内部統制システムを整備し、経営の効率性、透明性を確保しております。 
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当社は、監査役制度を採用しております。監査役４名のうち３名は社外監査役であり、取締役会を

はじめ、経営会議などその他の重要な会議にも出席するほか、経営トップとも定期的に意見交換の

場を持ち、公正な経営監視体制をとっております。 

また、経営の監督機能と業務執行の分離を図る目的で平成 11 年６月より執行役員制度を導入して

おります。平成 16 年６月には社長、専務、常務などの役付取締役を廃止し、執行役員にその役位名

称を付すこととしました。また、平成 17 年６月には、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機

動的に構築するため、取締役の任期を２年から１年に変更しました。 

取締役会は、取締役９名（うち社外取締役１名）で構成され、重要な業務執行その他法定事項につ

いての決定を行うほか、当社及び子会社の業務執行状況の報告を受け、監督を行っております。 

経営会議は、取締役と執行役員で構成され、取締役会の決議事項などについて事前審議を行うとと

もに、取締役会から委譲された権限の範囲内で経営の重要事項について審議しております。 

 

３．本プラン導入の目的 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上

記１．に記載した基本方針に沿って導入されるものです。 

 

当社は、前事業年度（平成 21 年度）をグローバル化の元年と位置付け、海外進出・海外展開につ

いて様々な検討を行うなかで、特に海外では、当社の属する業界において M&A が活発化しているこ

とを認識いたしました。 

また、前事業年度においては、当社主要株主の持株比率が変動したほか、新たな主要株主が現

れるなど、当社の主要株主の構成に大きな変動が生じました。 

平成 22 年３月 31 日現在において、株式会社ケイアイが単独で当社発行済み株式の 13.05％、同

社の特別関係者（金融商品取引法第 27 条の２第７項に定義される「特別関係者」を意味します。）の

うち、当社において同項第１号に該当すると確認した者の保有する株式を合わせて 31.21％を、

CMC Holdings Limited が 10.05％をそれぞれ保有しておりますが、前事業年度においては、株式会社

ケイアイ及びその特別関係者が保有する株式数が当社発行済み株式の約 4.5％減少しました。主要

株主が保有する株式数がこのような水準で減少したのは、当社の平成 10 年の株式公開以来、はじ

めてのことです。また、当社は上場企業であることから、当該株主の意思決定により、将来、当社株

式が譲渡される可能性は否定できませんし、当社が今後グローバル化や更なる製品開発等により成

長していく過程で、資本市場からの資金調達を行い、上記株主の持株比率が希釈化される可能性も

あります。 

このような状況において、当社は当社株式も大量買付の対象となりうることを改めて認識しました。 

 

一方で、当社においては、上記２社以外に発行済み株式の 10％以上を保有する株主はおらず、当

社株式は、主として個人投資家に広く分散して保有されております。例えば、別紙３記載のとおり、平

成 22 年３月 31 日現在で、「個人・その他」 に分類される株主全体で当社発行済み株式の 53.78％を
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保有しており、また、当社の株主数は、75,269 名ですが、このうち「個人・その他」に分類される株主数

は 74,781 名で、全株主数の 99.35％にも及んでおります。 

 

当社では、専門家とも協議の上慎重な検討を重ねた結果、個人投資家をはじめとする当社株主の

皆様の利益を確保するために、当社株式に対する大量買付が行われる場合に、買付者及び買付提

案者に対して事前に当該大量買付に関する情報提供を求め、これにより買付に応じるべきか否かを

株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保

すること、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための枠組みとして、本プラ

ンの導入が必要不可欠であると判断いたしました。  

 

当社としては、平成 22 年６月 19 日に開催予定の当社第 30 期定時株主総会（以下「次回定時株主

総会」といいます。）において、当社の本プラン及び買収防衛策の導入に関する定款変更議案につき

株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です（買収防衛策の導入に関する定款変更議案の内

容は、別紙４をご確認ください。）。しかしながら、企業買収をめぐる近時の状況に鑑みると、次回定時

株主総会において株主の皆様のご意思を確認させていただくまでの間にも、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切な者による大量買付により当社の企業価値及び株主共同の

利益が毀損される可能性は否定できず、これを防止するためには、現段階で一定の措置を講じておく

必要があります。以上の理由により、当社取締役会は、次回定時株主総会までの措置として、平成

22 年５月 20 日開催の取締役会において、本プランを導入することを決定いたしました。もっとも、下記

４．(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」のとおり、本プランは、次回定時株主総会までの間であ

っても、株主の皆様のご意思に従い、株主総会又は取締役会の決議に基づいて廃止できるように設

計されています。  

 

なお、本プラン導入日現在、当社は当社株式についての大量買付行為（下記４．(2)「本プランに係

る手続」(a)に定義されます。以下、同じとします。）の具体的な提案を受けてはおりませんが、平成 22

年３月 31 日現在の当社の大株主の状況、並びに平成 22 年５月 20 日現在の大株主の異動及び大量

保有報告書の提出の状況につきましては、別紙３に記載のとおりです。 

 

４．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み）  

(1) 本プランの概要  

(a) 本プランに係る手続の設定  

本プランは、当社の株式の大量買付行為が行われる場合に、かかる大量買付行為を行おうと

する者（下記(2)(a)に定める「買付者等」をいいます。）に対し、事前に当該大量買付行為に関す

る情報の提供を求め、当社が当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保

した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行
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っていくための手続を定めています。 

 

(b) 新株予約権無償割当てと独立委員会の利用  

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく大量買付行為を行うなど、当社の

企業価値及び株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合には、当社は、これ

に対抗する措置（以下「対抗措置」といいます。）として、当該買付者等及び一定の関係者（下記

(4)(g)に定める「非適格者」をいいます。）による権利行使は認められないとの行使条件及び当社

が当該非適格者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付さ

れた新株予約権（その主な内容は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するも

のとし、以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償

割当ての方法（会社法第 277 条以下に規定されます。）により割り当てます。なお、本新株予約

権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、当社取締役会又は取締役の恣意

的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については別紙１ご参照）に従い、当社経営

陣からの独立性の高い者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の

判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとして

います。 また、当社取締役会は、これに加え、本プラン所定の場合には、株主総会（以下「株主

意思確認総会」といいます。）を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様

の意思を確認することがあります。なお、独立委員会は、本プランの導入当初は、当社経営陣か

らの独立性の高い有識者３名により構成される予定です。その委員の氏名及び略歴は別紙２の

とおりです（導入後の独立委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議事項については別紙１

ご参照）。 

当社経営陣からの独立性の高い有識者により構成される独立委員会を利用することにより、当

社取締役会による本プランの恣意的な発動や株主利益に反する発動が回避されるものと確信し

ております。 

 

(c) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得  

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、非適格者以外の株主の皆様に

より本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、非適格

者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該非適格者の有する当社株

式の議決権割合は最大で約 50％まで希釈化される可能性があります1。  

 

(2) 本プランに係る手続 

(a) 本プランの対象となる大量買付行為  

                                                  
1 かかる希釈化率は、本新株予約権１個の目的である株式の数を最大値である１株とした場合を前

提としたものであり、本新株予約権１個の目的である株式の数がこれより小さい場合には、より小さい

数値となることがあります。 
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本プランは、次の①又は②もしくはこれらに類似する行為又はこれらの提案2（以下「大量買付

行為」といいます。）がなされる場合を適用対象とします（但し、予め当社取締役会が同意した大

量買付行為は、本プランの適用対象からは除外いたします。）。大量買付行為を行い、又は行お

うとする者（以下「買付者等」といいます。）には、予め本プランに定められる手続に従っていただ

くこととします。  

① 当社が発行者である株券等3について、保有者4の株券等保有割合5が 20％以上となる買付等  

② 当社が発行者である株券等6について、公開買付け7を行う者の株券等所有割合8及びその特

別関係者9の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け 

 

(b) 意向表明書の提出 

買付者等は、大量買付行為の実施に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランの手続

を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（買付者等の代表者による署名又は記名捺印のなされ

たもの）及び当該署名又は捺印を行った代表者の資格証明書（以下、これらを併せて「意向表明

書」といいます。）を当社に対して提出していただきます。意向表明書には、買付者等の氏名又は

名称、住所又は本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡

先及び企図されている大量買付行為の概要等を明示していただきます。なお、意向表明書及び

下記(c)に定める買付説明書における使用言語は日本語に限ります。 

 

(c) 買付者等に対する情報提供の要求  

当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書（以下に定義されます。）

の様式（買付者等が当社に提供すべき情報のリストを含みます。）を買付者等に対して交付いた

します。買付者等には、株主の皆様の判断及び独立委員会の評価検討のために必要かつ十分

な情報として、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記載した書面（以

                                                  
2 「提案」は第三者に対する勧誘行為を含みます。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に定義される「株券等」を意味します。本書において別段の定

めがない限り同じとします。 
4 金融商品取引法第 27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）を含みます。本書において同じとします。 
5 金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に定義される「株券等保有割合」を意味します。この場合、当

該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に定義される「保有株券等の数」を意味します。）も

計算上考慮されるものとします。本書において同じとします。 
6 金融商品取引法第 27 条の２第１項に定義される「株券等」を意味します。 
7 金融商品取引法第 27 条の２第６項に定義される「公開買付け」を意味します。本書において同じと

します。 
8 金融商品取引法第 27 条の２第８項に定義される「株券等所有割合」を意味します。本書において同

じとします。 
9 金融商品取引法第 27 条の２第７項に定義される「特別関係者」（当社取締役会がこれに該当すると

認めた者を含みます。）を意味します。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者に

よる株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本書におい

て同じとします。 
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下「買付説明書」といいます。）を当社の定める書式により提出して頂きます。  

 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものと

します。当社取締役会及び独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不

十分であると判断した場合には、直接又は間接に、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、

本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当

該期限までに、かかる本必要情報を追加的に提供して頂きます。 

 

記 

 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者10、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その

他の構成員を含みます。）の概要（具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。）  

② 当該大量買付行為の目的、方法及び内容（対価の価額・種類、時期、関連する取引の仕組み、

方法の適法性に関する情報等を含みます。）  

③ 当該大量買付行為の対価の価額の算定根拠の詳細  

④ 当該大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）  

⑤ 当該大量買付行為が実行された後の当社及び当社企業グループ（以下「当社グループ」といい

ます。）の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策  

⑥ 当該大量買付行為が実行された後における当社の株主、当社グループの従業員、取引先、顧

客等に対する対応方針  

⑦ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

(d) 大量買付行為の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討  

① 当社取締役会に対する情報提供の要求  

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、当社の企業価

値及び株主共同の利益の確保及び向上という観点から、買付説明書及び本必要情報の内容と

当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために、当

社取締役会に対して、適宜回答期限（当社グループの事業規模、事業の性格、株主構成等に鑑

み、原則として 60 日を上限とします。）を定めた上、買付者等の大量買付行為の内容に対する意

見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、代替案（もしあ

れば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができます。  

 

                                                  
10 金融商品取引法第 27 条の 23 第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保

有者とみなされる者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本書

において同じとします。 
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② 独立委員会による検討作業  

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①記載のとおり情報の提供を要

求した場合には）当社取締役会からの情報等（追加的に提供を要求したものも含みます。）を受

領した後、必要な情報が十分に提供されたと判断し、その旨を当社取締役会に伝えた日から、

原則として最長 60 日間（但し、独立委員会の判断により、下記(e)③に記載の手続に従い、当該

期間の延長をその決議をもって行うことができるものとします。）（以下「検討期間」といいます。）

が経過するまでの間、買付者等の大量買付行為の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事

業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行い

ます。また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保及び向上という観

点から当該大量買付行為の内容を改善させるために必要であれば、検討期間において、直接

又は当社取締役会を通して間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、また、当社取締役会

に代替案等の株主等に対する提示等を要求するものとします。  

独立委員会の判断が、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるも

のとします。  

買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、協議、交渉等

を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。  

 

③ 情報開示  

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、検討期間が

開始した事実につきましては、速やかに情報開示を行います。また、当社取締役会が独立委員

会に大量買付行為に対する意見もしくは代替案を提示した事実又は本必要情報その他の情報

のうち独立委員会が適切と判断する事項について、東京証券取引所の有価証券上場規程を遵

守して情報開示を行います。  

 

 (e) 独立委員会による勧告等の手続  

独立委員会は、買付者等が現れた場合、以下の手続に従い、当社取締役会に対する勧告等

を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①から③に定める勧告その

他の決議をした場合その他独立委員会が適切と考える場合には、当社は、当該勧告等の概要

その他独立委員会が適切と判断する事項（検討期間を延長する場合にはその期間及び理由を

含みます。）について、速やかに情報開示を行います。  

 

① 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等による当該大量買付行為の内容の検討の結果、買付者等による

当該大量買付行為が下記(3)「対抗措置発動の要件」に定める要件（以下「対抗措置発動要
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件」といいます。）のいずれかに該当した場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当である

と判断した場合には、検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、対

抗措置として本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。 なお、本プランにお

ける対抗措置としては上記及び以下のとおり本新株予約権の無償割当てを想定していますが、

会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を実施することが相当

と判断される場合には、当該その他の対抗措置を実施する旨の勧告がなされることもありま

す（以下、対抗措置に関する記載内容につき同様です。）。 

 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のい

ずれかの事由に該当すると判断した場合には、(I)本新株予約権の無償割当てに係る権利落

ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、(II)本新株予約権の

無償割当ての効力発生日以降行使期間開始日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概

要」(f)において定義されます。）の前日までの間は、本新株予約権を無償にて取得する旨の、

新たな勧告を行うことができるものとします。  

 

(i) 当該勧告後、買付者等が大量買付行為を撤回した場合、その他大量買付行為が存しなく

なった場合  

(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大量買付行為

が対抗措置発動要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償割

当てを実施することもしくは行使を認めることが相当でなくなった場合  

 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うに際し、大

量買付行為が本プランに定める手続を遵守しているか否か、大量買付行為が当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を毀損する程度、株主総会を開催する時間的猶予等の諸事情を

勘案した上、独立委員会が対抗措置発動の判断をすることが困難な場合等において、予め当

該実施に関して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付すこともできるものとします。  

 

② 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等による当該大量買付行為の内容の検討等の結果、買付者等によ

る当該大量買付行為が対抗措置発動要件のいずれにも該当しないと判断した場合、又は対

抗措置発動要件に該当するが対抗措置を発動することが相当でないと判断した場合には、検

討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施

しないことを勧告します。  

 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後も、当該勧告

の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大量買付行為が対抗措置
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発動要件のいずれかを充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当ての勧告を

含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。  

 

③ 独立委員会が検討期間の延長を行う場合  

独立委員会が、当初の検討期間の満了時までに、買付者等による当該大量買付行為の内

容の評価に時間を要するなど合理的な理由により本新株予約権の無償割当ての実施又は不

実施の勧告を行うに至らない場合、独立委員会は、当該買付者等の大量買付行為の内容の

検討・代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、検討期間を 30 日間を上限として延

長する旨の決議を行うことができます。  

 

上記決議により検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等

を行うものとし、延長期間内に上記①又は②の勧告を行うよう最大限努めるものとします。  

 

(f) 取締役会の決議・株主意思確認総会の招集  

当社取締役会は、独立委員会の上記(e)の手続に従い行われる勧告を検討の上、当該勧告を

最大限尊重して、対抗措置としての本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する

会社法上の機関としての決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合速や

かに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行い

ます。 

 

但し、（i）独立委員会が対抗措置発動の判断をすることが困難な場合等において、独立委員

会が株主総会の承認を得るべき旨の留保を付したとき、又は（ii）当該大量買付行為につき、下

記(3)「対抗措置発動の要件」(b)ないし(e)への該当性が問題となる場合において、当社取締役会

が、株主総会の開催に要する時間等を勘案した上、善管注意義務に照らし株主の意思を確認す

ることが適切と判断するときは、当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当て

の実施に際して、実務上可能な限り速やかに株主意思確認総会を招集し、本新株予約権の無

償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認するものとします（但し、上記(i)において実務

上株主総会の開催が著しく困難な場合はこの限りではありません。）。 

 

買付者等は、本プランによる手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての

不実施に関する決議を行うまでの間、又は株主意思確認総会が開催される場合には株主意思

確認総会において新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が否決されるまでの間、大量

買付行為を実施してはならないものとします。 

 

(3) 対抗措置発動の要件 

買付者等による当該大量買付行為が以下のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当
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てを実施することが相当であると認められる場合、上記(2)「本プランに係る手続」(f)に従い、対抗措置

として本新株予約権の無償割当てが実施されることになります。なお、上記(2)「本プランに係る手続」

(e)に記載のとおり、対抗措置を発動することが相当か否かについては、必ず独立委員会の勧告を経

て決定されることになります。  

(a) 本プランに定める手続を遵守しない大量買付行為である場合 

(b) 以下の行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたら

すおそれがあると判断される場合  

① 株券等を買い占め、その株券等について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求

する行為  

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得する等、当社

の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為  

③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流

用する行為  

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等を

処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の

急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為  

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を

不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等、

株主に当社の株式の売却を事実上強要するおそれのある大量買付行為であると判断される場

合 

(d) 当該大量買付行為の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実行の可能性、大量買

付行為の後の経営方針・事業計画等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不

適当であると判断される場合  

(e) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の株主、従業員、顧客、取引先等との関係

その他当社の企業価値の源泉を破壊することなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に反する重大なおそれをもたらす大量買付行為であると判断される場合 

  

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要  

本プランに基づく対抗措置として行われる本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりで

す。  

 

(a) 本新株予約権の数  

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決議」とい

います。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）におけ

る当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除しま

す。）と同数とします。  
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(b) 割当対象株主  

割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、原則として、

その有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てます。  

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日  

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。  

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数  

本新株予約権の目的である株式の総数は、割当期日における当社発行可能株式総数から当

社発行済株式（但し、当社の所有する当社株式を除きます。）の総数を減じた株式数を上限とし

ます11。また、本新株予約権１個の目的である株式12の数（以下「対象株式数」といいます。）は、

別途調整がない限り原則として１株13とします。なお、当社は、本新株予約権の行使がなされた

場合に、当該本新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

ときは、適用法令に従い端数の処理を行います。  

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社株式の１株の時価の２分の１の

金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途

定める価額とします。  

 

(f) 本新株予約権の行使期間  

本新株予約権の行使期間は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定

めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、新株予約

権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。但し、下記(i)項②に基づ

き、当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間

は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれ

る金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。  

 

                                                  
11 本プラン導入時の当社の発行可能株式総数は 233,838,000 株、発行済株式総数は 65,176,600 株

（平成 22 年５月 20 日時点）です。 
12 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第２条第 13 号）となった場合においても、①本新株予約

権の行使により交付される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いず

れも当社が次回定時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の

株式を指すものとします。 
13 当社が株式分割又は株式併合などを行った場合には、適宜適切な調整を行います。 
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(g) 本新株予約権の行使条件  

(Ⅰ)特定大量保有者14、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者15、(Ⅳ)特定

大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当

社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該

当する者の関連者16（以下(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。）は、原則と

して本新株予約権を行使することができないものとします。また、外国の適用法令上、本新株予

約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使す

ることができないものとします（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利

用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、適

用法令に従うことを条件として、下記(i)項のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対

象となります。）。  

 

(h) 本新株予約権の譲渡制限  

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。  

 

(i) 当社による本新株予約権の取得  

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが

適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全

ての本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。  

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約

権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと

引換えに、原則として本新株予約権１個につき対象株式数17の当社株式を交付することができ

                                                  
14 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％

以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が

当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締

役会が認めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者

は、特定大量保有者に該当しないものとします。本書において同じとします。 
15 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の２第１項

に定義されます。以下本脚注において同じとします。）の買付け等の開始の公告を行った者で、当該

買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項

に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有

割合と合計して 20％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）をい

います。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益

に反しないと当社取締役会が認めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。本書において同じとします。 
16 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配

下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動

する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業

の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。 
17 当社は、対象株式数が１株未満である場合には、適用法令に従い、適切な端数の処理を行うこと

を予定しており、その場合、本新株予約権１個につき交付される当社株式等の数が対象株式数とは
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ます。  

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者

が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社

取締役会が別途定める日において、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会

の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、原則として本新

株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様と

します。  

 

(j) その他 

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、新株予約権無償割当て決議において別

途定めるものとします。 

 

(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更  

(a) 本プランの有効期間  

本プランの当初の有効期間は、次回定時株主総会終結時までとします。なお、当社取締役会

は、本プランが株主意思に沿ったものであることを確認するため、以下のとおり次回定時株主総

会において本プランの継続について株主の皆様のご承認をいただく予定としており、かかるご承

認をいただいた場合には、本プランの有効期間は、次回定時株主総会終結後３年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとします。  

   ① 当社定款第 17 条に、別紙４記載の規定を新設する旨の定款変更議案を、次回定時株主総

会に付議します。  

   ② ①による変更後の当社定款第 17 条第１項の規定に基づき、次回定時株主総会における決

議により本プランの継続をご承認していただきますが、この承認の決議は、本プランに記載の

条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委

任していただく①による変更後の当社定款第 17 条第２項の決議でもあります。 

 

(b) 本プランの廃止及び変更  

上記(a)に定める有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合、又は②当社株主総会において選任された取締役により構成される

当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で

廃止されるものとします。  

 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品

取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、

誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えな

                                                                                                                                                
異なることがあります。 
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い場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。  

 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実及び

（変更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。 

 

５．本プランが当社の株主の共同利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を目的とするも

のでないこと及びその理由  

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること  

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益

の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

また、本プランは、企業価値研究会が平成 20 年６月 30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえ

た買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されているものです。  

 

(2) 株主共同の利益の確保及び向上の目的をもって導入されていること  

本プランは、上記３．「本プラン導入の目的」に記載したとおり、当社株式に対する大量買付行為が

行われる際、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために買付者等と交渉

を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

るという目的をもって導入されるものです。  

 

(3) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）  

本プランは、上記３．「本プラン導入の目的」に記載したとおり、次回定時株主総会までの間の暫定

的措置として導入されるものです。このことから、本プランの有効期間は次回定時株主総会の終結時

までと設定されており、次回定時株主総会において、本プランの継続に関し、改めて株主の皆様のご

意思を確認させていただくことを予定しています。さらに、次回定時株主総会において株主の皆様に

本プランの継続が承認された場合であっても、継続後の有効期間を３年間とするサンセット条項が付

されています。  

 

また、上記４．(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランの有効期間の

満了前であっても、当社株主総会又は当社株主総会において選任された取締役により構成される当

社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止

されることになり、その意味で、本プランの導入及び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととな

っております。  

 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示  
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当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会又は取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様

のために、対抗措置の発動及び中止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独

立委員会を設置します。  

 

実際に買付者等が出現した場合には、上記４．(2)「本プランに係る手続」に記載したとおり、こうした

独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主の共同利

益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を検討の上、当該判断

を最大限尊重して、対抗措置としての本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会

社法上の決議を行うこととします。  

 

このように、独立委員会によって、当社取締役会又は取締役の恣意的な判断を防止するとともに、

その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値及び株

主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。  

 

(5) 合理的な客観的要件の設定  

本プランにおける対抗措置は、上記４．(2)(e)「独立委員会による勧告等の手続」及び４．(3)「対抗

措置発動の要件」にて記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているもので

す。  

 

(6) 第三者専門家の意見の取得  

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバ

イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることがで

きるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕

組みとなっています。  

 

(7) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと  

上記４．(5)の「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは、買付者等が当

社の株券等を大量に買い付けた場合、株主総会決議又は買付者等が指名し、株主総会で選任され

た取締役を構成員とする取締役会決議により、廃止することができるものとして設計されており、デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収

防衛策）ではありません。  

 

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛

策）でもありません。  
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６．株主の皆様等への影響 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及

び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。  

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記

録された株主の皆様に対し、原則として、その保有する株式１株につき本新株予約権１個の割合で本

新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込そ

の他下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(b)において詳述す

る本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使によ

り、その保有する当社株式が希釈化されることになります。但し、当社は、上記４．(4)「本新株予約権

の無償割当ての概要」(i)に従い、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引

換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外

の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受

領することとなり、保有する当社株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、原則として保有する

当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。  

また、本新株予約権の行使や当社による本新株予約権の取得により交付される当社株式の数に１

株に満たない端数がある場合には、当社は、適用法令に従い金銭処理を行うことがあります。この場

合にも、株主の皆様の保有する当社株式の希釈化が生じる可能性がありますが、原則として経済的

な希釈化は生じません。  

 

なお、当社は、新株予約権無償割当て決議がなされた後においても、例えば、買付者等が大量買

付行為を撤回した等の事情により、本新株予約権に係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本

新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行使期間

開始日までにおいては本新株予約権全てについてこれを無償で取得することがあります。これらの場

合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が

生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性

があります。  

 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続 

当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、本新株予

約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終

の株主名簿に記録された株主に本新株予約権が無償にて割り当てられ、本新株予約権の無償
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割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となります。 

 

(b) 本新株予約権の行使の手続  

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、原則とし

て、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行

使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権

の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様にお

いては、権利行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、本新株予約権の行使に際して出

資されるべき財産の価額を払込取扱場所に払い込むことにより、原則として、本新株予約権１個

につき１株の当社株式が交付されることになります。なお、本新株予約権を行使した者に交付す

る当社株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、行使期間開始日までに株式分割などの

方法により予め調整を行ったり、又は、適用法令に従い金銭処理を行うことなどもあります。  

 

(c) 当社による新株予約権の取得の手続  

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、

当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得

し、これと引換えに当社株式を交付することがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使

価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、１個の

本新株予約権につき原則として１株の当社株式を受領することになります。なお、交付する株式

の数に１株に満たない端数がある場合には、適用法令に従い金銭処理を行うことがあります。ま

た、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがありま

す。  

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細に

つきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主

の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。  

 

以上 
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別紙１  

独立委員会規則の概要 

 

１．（独立委員会の設置）  

独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。  

 

２．（独立委員会の委員の選任）  

独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外

取締役、(ii)当社社外監査役又は(iii)有識者のいずれかに該当する者から、当社取締役会が選任

する。有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、当社の事業に精通する者、

弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でな

ければならず、また、別途当社取締役会が指定する当該有識者の当社に対する善管注意義務条

項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。  

 

３．（独立委員会の委員の任期）  

独立委員会の委員の任期は、選任後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこ

の限りでない。また、当社社外取締役又は当社社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又

は監査役でなくなった場合（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に

終了するものとする。  

 

４．（独立委員会の招集）  

独立委員会の各委員は、買付者等が出現した場合、その他いつでも独立委員会を招集することが

できる。  

 

５．（決議要件）  

独立委員会の決議は、独立委員会の委員のうち３分の２以上が出席し、その過半数をもってこれを

行う。  

 

６．（決議事項及び責任）  

独立委員会は、本プラン及び本規則に定める独立委員会の職務を行う。また、独立委員会は、以

下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容及び理由を記載した書面を提出する

ことにより当社取締役会に対して勧告する。独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己

又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。  

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 
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② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得  

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 

 

７．（情報の収集等)  

① 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書及び提出された情報が本必要情報として不十分

であると判断した場合には、追加的に本必要情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、

買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定

の期間内に、買付者等の大量買付行為の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もし

あれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができる。  

②独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立委員会

が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることがで

きる。  

③独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができる。 

以 上  
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別紙２  

独立委員会委員略歴  

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名とします。  

 

髙野 利雄（たかの としお） 

【略歴】 

昭和 43 年４月 札幌地方検察庁検事 

昭和 62 年３月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 

平成５年４月 東京地方検察庁刑事部長 

平成６年 12 月 最高検察庁検事 

平成７年７月 甲府地方検察庁検事正 

平成 11 年 12 月 最高検察庁刑事部長 

平成 12 年 11 月 東京地方検察庁検事正 

平成 13 年 11 月 仙台高等検察庁検事長 

平成 16 年１月 名古屋高等検察庁検事長 

平成 17 年４月 弁護士登録、財団法人国際研修協力機構理事長 

平成 18 年２月 髙野法律事務所 

平成 19 年５月 放送倫理･番組向上機構（BPO）顧問 

平成 19 年６月 年金記録確認中央第三者委員会副委員長 

 

同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、取引関係も一切ございません。 

 

 

岩村 充（いわむら みつる） 

【略歴】 

昭和 49 年４月 日本銀行入行 

平成４年２月     日本公社債研究所(現㈱格付投資情報センター)開発室長 

平成８年 12 月    日本銀行企画局兼信用機構局参事 

平成 10 年１月   早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

平成 18 年６月   株式会社カカクコム監査役(現任) 

平成 19 年４月   早稲田大学大学院商学研究科教授(現任) 

 

同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、取引関係も一切ございません。 
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中久保 満昭（なかくぼ みつあき） 

【略歴】 

平成７年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

平成７年４月     あさひ法律事務所入所 

平成 13 年４月 あさひ法律事務所パートナー就任 

平成 14 年 10 月 あさひ・狛法律事務所パートナー就任 

平成 16 年４月 

～平成 18 年３月 第二東京弁護士会司法修習委員会副委員長 

平成 17 年６月 

～平成 19 年８月 ペンタックス株式会社（当時東証第一部）買収防衛策導入に伴う独立委員

会委員 

平成 19 年４月 あさひ法律事務所パートナー（現任） 

平成 19 年６月 株式会社ジーエス・ユアサ・コーポレーション（東証第一部）買収防衛策導

入に伴う企業価値評価委員会委員（現任） 

平成 20 年４月 第二東京弁護士会常議員 

 

同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、取引関係も一切ございません。 

 

以 上 
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別紙３  

当社株主の状況（平成 22 年３月 31 日現在）  

 

１．発行可能株式総数  

普通株式 233,838,000 株（単元株式数 100 株）  

 

２．発行済株式の総数  

普通株式 65,176,600 株  

 

３．株主数  

75,269 名  

 

４．所有者別状況  

所有者区分 株主数（名） 所有株式数（株） 所有株式割合（％） 

金融機関 41 8,579,020 13.16

金融商品取引業者 29 240,030 0.37

その他の法人 234 9,945,300 15.26

外国法人等 183 11,094,826 17.02

個人・その他 74,781 35,053,439 53.78

自己名義株式 1 263,985 0.41

合計 75,269 65,176,600 100.00

 

５．大株主の状況  

株主名 所有株式数（株） 所有株式割合（％） 

株式会社ケイアイ 8,507,500 13.05

HSBC PRIVATE BANK （SUISSE） SA

HONG KONG BRANCH A/C CMC 

HOLDINGS LIMITED 

6,550,000 10.05

池森賢二 5,780,280 8.87

宮島弘光 3,008,260 4.62

池森政治 2,420,392 3.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
2,395,100 3.67

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
2,007,000 3.08

宮島明子 1,838,532 2.82
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池森行夫 1,354,880 2.08

株式会社エム・エイチ・プロジェクト 1,211,000 1.86

（注） 1. 当社役員及びその親族の当社株式所有割合：2.2７％ 

2. 大量保有報告書及び同変更報告書により、以下のとおり株式を所有している旨の報

告を受けております。  

 

平成 21 年 10 月１日現在（報告日：平成 21 年 10 月６日） 

株主名 所有株式数（株） 所有株式割合（％） 

池森賢二 5,775,880 8.86

株式会社ケイアイ 8,507,500 13.05

合計 14,283,380 21.91

 

 

平成 21 年 10 月１日現在（報告日：平成 21 年 10 月８日） 

株主名 所有株式数（株） 所有株式割合（％） 

CMC Holdings Limited 6,550,000 10.05

合計 6,550,000 10.05
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別紙４ 

 当社は、定款第17条に、次の規定を新設するとの内容を含む定款変更議案を、次回定時株主総会

に付議いたします。 

 

（当会社株式の大量買付行為に対する対応策） 

第 17 条   当会社は、株主総会の決議または取締役会の決議によって、当会社株式の大量買付

行為に対する対応策（以下「本対応策」という。）の導入、継続、変更または廃止の決定

を行うことができる。 

② 当会社は、前項に規定する本対応策が定める手続に従い、取締役会の決議によるほ

か、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により、

新株予約権無償割当てまたはその他の対抗措置を行うことおよびそれらに関する事項

を決定することができる。 

 

 

以 上 


